
相続税総額

8000万円

3000万円

現  金

2100万円

延  納

2900万円

物  納

申告期限までに現金納付が可能な金額の算定ポイント

延納によって実際に納付可能な金額の算定ポイント

・相続財産の現金金一（相続債務+葬儀費用+相続登記費用+測量費等）
・納税者固有の現金金一3ヶ月分の生活費＆事業経費
・換価容易な財産の判定（出資証券、抵当証券、倉庫証券、
  貨物引換証、船荷証券、商品券等）

・法廷生活費+生活費に加味すべき金額の検証
・相続財産の家賃、地代収入+管理費用等の諸経費の検証
・事業用資産の購入等の概ね以内に見込まれる臨時的な支出の検証

注）上記はイメージ図であり、それぞれの納付金額の内訳は個別事案により異なります。


